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おいらせ町議会 令和５年第３回定例会記録 

おいらせ町議会   令和５年第３回定例会記録 

招 集 年 月 日 令和５年９月７日（木） 

招 集 の 場 所 おいらせ町役場本庁舎議場 

開 会 令和５年９月７日 午前１１時５０分 議長宣告 

閉 会 令和５年９月７日 午後 ０時１７分 議長宣告 

応 招 議 員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

１番 小 向 幸 祐 ２番 大 浦 陽 子 

３番 小笠原 伸 也 ４番 沢 尾 宏 之 

５番 柏 﨑   勉 ６番 佐々木   勝 

７番 澤 上   訓 ８番 木 村 忠 一 

９番 田 中 正 一 １０番 日野口 和 子 

１１番 平 野 敏 彦 １２番 楢 山   忠 

１３番 川 口 弘 治 １４番 西 館 芳 信 

１５番 吉 村 敏 文 １６番 松 林 義 光 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員 １６名 

欠 席 議 員  

地方自治法第

121条の規定

により説明の

ため出席した

者の職氏名 

職     名 氏   名 職     名 氏   名 

町 長 成 田   隆 副 町 長 小 向 仁 生 

総 務 課 長 成 田 光 寿 政 策 推 進 課 長 柏 崎 勝 徳 

財 政 管 財 課 長 岡 本 啓 一 まちづくり防災課長 田 中 淳 也 

税 務 課 長 久保田 優 治 町 民 課 長 松 山 公 士 

保 健 こ ど も 課 長 鈴 木 政 康 介 護 福 祉 課 長 澤 頭 則 光 

農 林 水 産 課 長 西 舘 道 幸 商 工 観 光 課 長 柏 崎 和 紀 

地 域 整 備 課 長 桒 嶋 泰 幸 会 計 管 理 者 小 向 正 志 

病 院 事 務 長 田 中 貴 重 教 育 委 員 会 教 育 長 松 林 義 一 

学 務 課 長 福 田 輝 雄 社会教育・体育課長 三 村 俊 介 

選挙管理委員会委員長 田 中 直 喜 選挙管理委員会事務局長 成 田 光 寿 

農 業 委 員 会 会 長 松 林 勝 智 農業委員会事務局長 西 舘 道 幸 

監 査 委 員 木 村 忠 一 監 査 委 員 事 務 局 長 佐々木 拓 仁 
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本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名 

事 務 局 長 佐々木 拓 仁 事 務 局 次 長 木 村 英 樹 

事 務 局 主 幹 原 本 愁 子   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 報告第 ４号 専決処分の報告について（自動車破損に係る損害賠償の額の決定

について） 

２ 報告第 ５号 専決処分の報告について（自動車破損に係る損害賠償の額の決定

について） 

３ 報告第 ６号 令和４年度おいらせ町病院事業会計継続費精算報告について 

４ 議案第３７号 おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例について 

５ 議案第３８号 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

６ 議案第３９号 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

７ 議案第４０号 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

８ 議案第４１号 令和５年度おいらせ町一般会計補正予算（第２号）について 

９ 議案第４２号 令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

10 議案第４３号 令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

11 議案第４４号 令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

12 議案第４５号 令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）について 

13 議案第４６号 令和５年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

14 議案第４７号 令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

15 議案第４８号 令和５年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第２号）について 

16 認定第 １号 令和４年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定について 

17 認定第 ２号 令和４年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

18 認定第 ３号 令和４年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

19 認定第 ４号 令和４年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

20 認定第 ５号 令和４年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

21 認定第 ６号 令和４年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

22 認定第 ７号 令和４年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

23 認定第 ８号 令和４年度おいらせ町病院事業会計決算認定について 
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町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

24 報告第 ７号 令和４年度おいらせ町健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 委員会の閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会、総務文教常任委員会） 

 

 

 

 

 

開 議 午前１１時５０分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ７番   澤上    訓 議員 

 

 ８番   木村   忠一 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（佐々木拓仁君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣言 

松林議長  ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。 
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  （開会時刻 午前１１時５０分） 

 

 松林議長  なお、柏崎堅一代表監査委員は、本日所用のため、欠席との申し

出がありましたので、ご報告いたします。 

 

議事日程報告 松林議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

これより議事に入ります。 

 日程第１、認定第１号、令和４年度おいらせ町一般会計歳入歳出

決算認定についてから、日程第８、認定第８号、令和４年度おいら

せ町病院事業会計決算認定についてまで、以上、８認定議案を一括

議題とします。 

お諮りします。 

認定第１号から第８号に対する委員長報告は、会議規則第４１条

第３項の規定によって省略したいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長 異議なしと認めます。 

したがって、委員長報告は、省略することに決定しました。 

これより、認定第１号から第８号までの８認定議案について、一

括して質疑を行います。 

質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長 

 

なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより認定第１号から８号までの８認定議案を一括して採決

します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決することにご異議ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から８号まで、原案のとおり可決されま

した。 

日程第９、報告第７号、令和４年度おいらせ町健全化判断比率及

び資金不足比率についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、報告第７号について、ご説明いたします。 

議案書は６１、６２ページ、資料は別冊の決算報告書・主要施策

の成果１７８ページから１８３ページになります。 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、令和４年度の決算に基づき算定

した健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を

付し報告するものです。 

結果からご説明いたしますと、議案書の６２ページに掲載してお

りますように、１、健全化判断比率の４指標につきましては、いず

れも括弧内に表記しております早期健全化基準に該当しませんで

した。 

次に、２、資金不足比率につきましては、３会計、いずれも括弧

内に表記しております経営健全化基準に該当しませんでした。 

 それでは、各指標について、ご説明いたします。 

別冊の決算報告書・主要施策の成果をご覧ください。こちらのペ

ージは１７９ページになります。 

３、健全化判断比率算定の説明を行います。 

初めに、（１）実質赤字比率、連結実質赤字比率についてです。 

この指標は、実質赤字比率が一般会計等の赤字の深刻度、連結実

質赤字比率が町会計全体の赤字の深刻度を示す指標です。 

まず、実質赤字比率ですが、令和４年度の表の（Ａ）一般会計等・

実質収支額が３億２，７８２万３，０００円の黒字決算となりまし

たので、令和４年度の実質赤字比率としては、数値なしとなりまし

た。 

また、連結実質赤字比率ですが、令和４年度の（Ｄ）連結実質収

支額が１５億５，３３７万８，０００円の黒字決算となりましたの



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６－ 

で、令和４年度の連結実質赤字比率としては、数値なしとなりまし

た。 

次に、同じページ下段の（２）実質公債費比率についてです。 

実質公債費比率は、町が借り入れした資金の返済について、町の

一般会計等が負担している大きさを示す指標になります。そのため

低いほうがよいという指標でございます。 

この数値は、過去３カ年平均で算定するもので、今回ご報告する

数値は、令和４年度の表中１０．４％となります。前年度と比較し

まして、０．４ポイントの減となっております。 

なお、令和４年度単年度の実質公債費比率につきましては、１０．

１３１４９％と、前年度と比較し、およそ０．０４ポイントの増と

なっております。 

単年度数値が増加した主な要因は、表の右側、増減の欄を参照し

ますと、（Ａ）一般会計等の元利償還金が２，７９０万１，０００円

減少した一方で、（Ｇ）、一番下になりますが、標準財政規模が、地

方交付税等の減少に伴い１億３，９４９万８，０００円減少し、計

算上の分母がより小さくなったために、単年度の指標としては増加

したものです。その一方で、３カ年平均の数値は、令和４年度の数

値でおよそ１０．１％が、令和元年度の数値およそ１１．５％より

低いため減少したものです。 

１８０ページをご覧ください。 

次は、（３）将来負担比率についてご説明いたします。 

将来負担比率は、町の一般会計等が将来負担する負債の大きさを

示す指標です。そのため、こちらも数値が低いほうがよいという指

標でございます。 

今回ご報告する数値は、正式には数値なしとなりますが、計算上

は表の二重線で囲みました令和４年度のマイナス２８．０％となり

ます。前年度と比較し、１１．３ポイントの減となっております。 

数値が下降した主な要因は、表の右側、増減の欄を参照しますと、

表の①地方債現在高、一般会計のものですが、こちらが６億９，９

２０万５，０００円減少したことが寄与し、（Ａ）の将来負担額全

体が１０億５，１４４万円減少したためです。 

次に、１８１ページをご覧ください。 

４の資金不足比率算定の説明をいたします。 

（１）病院事業会計は、表の令和４年度中、①流動資産額１０億
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８，０６９万２，０００円から、②の流動負債額６，９６５万５，

０００円を差し引いた（Ａ）資金剰余額が１０億１，１０３万７，

０００円となり、資金不足がないため資金不足比率としての数値は

ございません。 

次に、（２）公共下水道事業特別会計についてです。表の令和４

年度中、①歳入総額１０億２，８３７万６，０００円から、②の歳

出総額１０億２，１５９万９，０００円を差し引いた（Ａ）資金剰

余額が６７７万７，０００円となり、資金不足ではないため資金不

足比率としての数値はありません。 

次に、（３）農業集落排水事業特別会計についてです。表の令和

４年度中、①歳入総額２億５，２５２万７，０００円から、②の歳

出総額２億５，１５６万４，０００円を差し引いた（Ａ）資金剰余

額が９６万３，０００円となり、資金不足ではないため資金不足比

率としての数値はございません。 

ただいまご説明しましたように、健全化判断比率及び資金不足比

率については、各指標とも良好に推移しております。しかし、これ

らの数値は赤字や負債といった財政状況の一面でしかございませ

ん。そのため、他の重要な財政情報を併せてご説明させていただき

ます。 

１８２ページをご覧ください。 

現在は、全国的に経常経費の増加による財政硬直化が課題となっ

ており、その状況を示す指標は、表の③経常収支比率になります。

経常的な収入をどの程度経常的支出に充てているかを示すもので、

この指標が高いほど財政が硬直化しているとされます。一般的には

７０から８０％が理想とされているものです。 

令和４年度決算では、経常収支比率９３．２％と、令和３年度と

比較し６ポイントと大きく増加しました。主な要因は、地方交付税

など主要財源の減少に加え、原油高騰に伴う物件費等の経常経費増

加によるものです。 

次に、表の①実質単年度収支についてです。この指標は当該年度

に得られる収入で、その年度の支出を賄えているかということを示

す指標です。令和４年度は１億１４９万円の赤字となり、２年ぶり

の赤字となりました。なお、この赤字分につきましては、財政調整

基金の取り崩しなどにより補塡するという形になります。 

次に、表の②財政調整基金残高についてです。財政調整基金は、
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歳入歳出予算の財源調整をする基金であり、枯渇すると通常の予算

編成、ひいては通常の行政運営が不可能になる恐れがあるため、大

変重要な基金です。この基金の令和４年度末残高は２２．４億円と

なり、昨年に引き続き増加しております。増加した理由は、令和４

年度予算の財源不足を調整するため基金を１．４億円取り崩した一

方で、令和３年度決算の剰余金から２．２億円を積み立てしたため

です。 

最後に、⑤地方債現在高についてです。地方債残高は、実質公債

費比率や将来負担比率への影響が大きく、やはり重要な財政情報に

なります。令和４年度末残高は、８３．４億円となり、昨年に引き

続き減少しております。減少した理由は、令和４年度の借入額３．

２億円よりも償還額１０．２億円が大きく上回ったためです。 

 これらの財政情報を総合しますと、経常収支比率が元の水準に戻

り、余裕のある財政運営ではないものの、基金残高が増加し、地方

債残高が減少したことから、全体としては、当町の財政状況は良好

に推移していると捉えております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長 説明が終わりました。 

これから質疑を受けます。質疑、ございませんか。 

１３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 非常に健全判断等の指標が良好であるという報告を受けました

が、課長にこの経常収支比率、このことについてちょっとお伺いし

たいと思っています。 

 １つは、交付金等が、ここに書いてあるのが、地方交付金等の減

少に加え、物件等の経常的経費が大きく増加している。この考え方

というか、交付金の算定というのは、国から示されているはずです

が、いかような形で、どのような形で、このおいらせ町に交付金が

算定されているのか。 

 それが減少するということは、法的に、地方自治体に対して、国

が、総務省が交付金を算定する。減少させるというような、そうい

うことが、法的に根拠があってなされているのか。 

 この経費分を算定する物的経費ですね。これは例えば分かりやす

く言うと、箱物を建てると、その分の維持管理が、維持経費が出て
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きます。あと、道路関係も、全てそういう対象になると思います。

ということは、維持管理とか必要な公共物、公共性が高いもの等、

投資しているものに対して、経費がかさむから、もうそういうもの

はできませんよという算定の仕方が、結果的に膠着しているという

表記の仕方、これが日本全国で地方自治体が衰退しているという現

象、この計算でいくと、もうどんどん地方自治は、交付金も算定も

国さじ加減で、今あるもの、公共物というものが、どんどんどんど

ん維持管理もできない。経費が出せないという、そういう半強制的

な国の指導の下で計算されて、自治体が衰退してくという、そうい

う現象が考えられると思いますが、詳しく先ほど言ったこの経常比

率について、ちょっと私分からないので、お示しいただきたいと思

います。 

 

 松林議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

それでは、経常収支比率について、もう少し説明を行いたいと思

います。 

経常収支比率を出す分母につきましては、地方交付税や町税、そ

れから地方特例交付金といった毎年入ってくる経常的な一般財源

が分母になります。 

今回、その分母が減ったものですけども、主には、金額的に一番

大きかったのが、地方交付税であります。臨時財政対策債も合わせ

て一般財源として分母になるものですけども、地方交付税や臨時財

政対策債ですか。両方減りましたので、この分母が大きく減ってし

まったというよりは、昨年の状況が余りによかったため、減少した

というよりかは、通常ベースに戻ったと捉えております。 

そして、分子の物件費との経常的経費が大きく増加したことにつ

いてです。 

この経常的経費が増えたことについては、うちばかりではないの

ですけども、原油高騰や、それから円安等によりまして、光熱水費

の調達費、あるいは民間委託への委託料が増加したことによって、

経常的経費が増加しているものでございます。 

当町のこの増加額は、少しほかの自治体より、もしかしたら高目

かもしれませんけども、その原因は、役場の電気代ですね。以前は

東北電力さんと交渉しまして、一般的な法人より大分安い契約金額
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でお支払いしていたのですけども、東北電力の赤字によりまして、

その特約を解除してくださいという申し入れをされまして、それを

受けるしかないような状況でありまして、そのほかの法人と同じよ

うな支払い、契約単価で電気代を支払うことになりました。そのた

め、経常経費は、令和３年度より大きく増加したものになっていま

す。 

それから、交付税とか、答弁の趣旨違っていたらご指摘いただき

たいのですが、恣意的に減額できるのかといったようなことなのか

なと思いますが、地方交付税というのが、地方交付税、なかでも普

通交付税が、金額が大きいので、そちらで説明いたしますと、国が

計算した標準的行政サービス経費というものがありまして、そこか

ら各自治体が調達するであろう地方税ですね。こちらで言うと町税

ですけども、それを国が考える基準により調達した場合、幾ら足り

ないよという金額を地方交付税で措置するものでございます。 

今回地方交付税が減少した一番主な要因は、こちらの町税の決算

額上がったのを皆さん、決算の説明で把握したかと思いますけど

も、町税の増額があったために、交付税が減ってしまったと。表裏

一体の関係ですよね。なので、一般財源総額は、大きく増減するこ

とはないかと思いますけども、交付税が減るときには町税が増える

と、町税が減るときには地方交付税が増えるといったような表裏一

体の関係にあると思います。 

また、国で、総務大臣ですか。毎年地方財政計画を公表する際に、

一般財源総額の水準は削減しないんだということを毎年言ってあ

りますので、各自治体において、増減というものはそれぞれあるの

かもしれませんけども、一般財源総額は今後も大きく変わることは

ないのかなと思っております。 

以上です。 

 

 松林議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

ありがとうございました。 

単純に分かりやすく、普通私たちは民間人として、例えば会計を

見たときに、銀行から事業を起こすときに、借入を起こします。借

入を起こすと、負債という借金ですね。ところが、その起こす場合

には、資産を見て判断されます。投資をすれば、その分が資産にな



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１１－ 

ります。いわゆる貸借対照表というやつで見ていきますね。 

この行政の会計は、単式の会計をやっているがために、なかなか

分かりづらい部分があるなと、だけど、この経費の部分だけ、私は

勝手に歳出主義だと言っていますけど、要は、持っているものの資

産を勘定しないと、当然、経費だけが膨らんでいるように見えると

いう、そういう当たり前な話で、それを財政上きちんと管理しなさ

いと国のお示しがあって、交付金そのものというのは、全く算定、

町税が、例えば住民が増えて、町税が増えると交付金を減らされる。

生かさず殺さずというこのやり方、これが現実、総務省の交付金を

算定しない。どうやって算定するかというのが分からない。このこ

とについては、やっぱり各自治体、全国でいろいろな国に対して、

陳情なり勉強会なり様々なもので、現実、現状というものが、地方

が疲弊していっている。そういったことの何か勉強会とか、課長ク

ラス、財政担当している県なり国なりに、そういったことの動きと

いうのは、また情報というのはあるのでしょうか。 

 

 松林議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

課長レベルでの勉強会といったものは、勉強会というのもではご

ざいませんけども、青森県が主催して、国の動向などというのを教

えてくれるといったような会議があります。 

また、その地方から国に対する要望なんですけども、地方６団体

がよく国に、国の予算要求のシーズンに合わせて申し入れを行いま

す。いろいろ項目あるかと思いますが、思い切りざっくり言います

と、一般財源総額を減らさないでいただきたいという要請がござい

ます。総務大臣はこの要求に応えて、一般財源総額を減らさないで

くださいという申し入れを、財務大臣に申し入れをして、その要求

どおりに、おおむね今までのところ来ているといったような状況に

ございます。 

以上です。 

 

 松林議長 ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 
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 松林議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

以上で報告第７号を終わります。 

 

委員会の閉会

中の継続調査

の申出 

松林議長 日程第１０、委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題と

いたします。 

議会運営委員長及び総務文教常任委員長から、会議規則第７５条

の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継

続調査の申出がありました。 

お諮りします。 

議会運営委員長及び総務文教常任委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

日程終了の 

告知 

松林議長 以上で本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。 

ここで町長から発言したい旨の申し出がありましたので、これ

を許します。 

演壇にてお願いします。 

町長。 

 

 町長 

（成田 隆君） 

閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

令和５年第３回おいらせ町議会定例会におきまして、議員各位に

は、ご多用中のところご参集いただき、また提案いたしました令和

４年度各会計決算の認定議案をはじめ、全ての議案について、議決

賜り厚くお礼申し上げます。 

議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分に踏ま

え、今後の町政運営に努めてまいりたいと思っております。また、

先ほど西館芳信議員から決算認定につきまして、貴重な賛成討論を

していただきました。私も初めての経験であったなと思っておりま

す。各理事者は大変喜び、安心していることと思っております。 

さて、記録的な猛暑となった今年の夏も、ようやく落ち着きを見

せ、朝晩が涼しく感じられるようになってきました。 
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住み心地のよい我がおいらせ町では、幸いにして豪雨や台風の影

響を受けることもなく、今日まで過ごしているところであります

が、議員各位ご承知のように、今年は五穀豊穣と大漁を祝う「おい

らせの祭り」が４年ぶりに開かれる予定となっております。 

今月１５日の百石まつり前夜祭、２２日の下田まつり前夜祭から

開始されます。また、３０日には、イオンモール下田での、おいら

せ秋まつりと、来週から毎週末連続の開催となります。 

議員各位におかれましても、足をお運びいただき、盛り上げてく

だされば大変ありがたいと思っております。 

最後になりますが、議員の皆様には健康に留意されまして、ます

ますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、閉会に当たっての

挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

閉会宣告 松林議長 これで、本日の会議を閉じます。 

 以上をもちまして、令和５年第３回おいらせ町議会定例会を閉会

いたします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

  （閉会時刻 午後 ０時１７分） 

 

 事務局長 

（佐々木拓仁君） 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 
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